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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定の課題を有すると報告された特定の車両について必要とされる修理の診断前推定を
提供するシステムであって、
　ａ）（ｉ）車両タイプ、（ｉｉ）前記車両タイプと関連付けられた課題の課題データ、
及び／又は（ｉｉｉ）前記個々の車両タイプのそれぞれごとに前記課題を修正するべく実
行される修理の修理データを含む車両データの更新可能な第１データベースと、
　ｂ）ロジックサービスであって、
　（ｉ）前記特定の車両と同一である車両タイプを識別するべく前記車両データの問合せ
を実行し、
　（ｉｉ）前記特定の車両と同一の報告された課題を有すると以前に報告された前記車両
タイプの車両を識別するべく前記車両データの問合せを実行し、
　（ｉｉｉ）前記識別された車両タイプについて前記報告された課題を修理するべく実行
された前記１つ又は複数の修理を識別するべく前記車両データの問合せを実行し、且つ、
　（ｉｖ）前記識別された１つ又は複数の修理が前記特定の車両に伴う前記報告された課
題用の正しい修理であるかどうかに関する前記識別された１つ又は複数の修理のそれぞれ
ごとの診断前コンフィデンスレベルを判定するために、前記識別された車両及び異なるタ
イプの修理との関係においてロジック機能を動作させる、
　ように構成されたロジックサービスと、
　ｃ）入力及びディスプレイとの間のユーザーインターフェイスを有する少なくとも１つ
の端末であって、前記ディスプレイは、それぞれの修理の前記個々の診断前コンフィデン
スレベルに対応したランク付けされた順序において前記識別された１つ又は複数の修理を
表示し、最も高いコンフィデンスレベルを有する前記修理が最初に表示されるように適合
されている、端末と、
　ｄ）前記端末が車両データを入力及び／又は選択することが可能であると共に前記ディ
スプレイが前記ロジックサービスによる問合せ及び判定の結果を表示することができるよ
うに、前記第１データベース及び前記ロジックサービスを前記端末に対して電気通信ネッ
トワーク上において動作可能に結合するブリッジと、
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　を有し、
　前記第１データベース内の前記修理データは、前記特定の車両が修理された後に、前記
特定の車両に対して実行された実際の修理に対応するデータを前記修理データ内において
保存するべく、自動的に更新可能であり、その結果、後から前記データベースの問合せが
前記ロジックサービスによって実行された際に、前記後続の問合せは、前記更新済みの修
理データに対して実行することができる、システム。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの端末は、（ｉ）車両整備センタにおいて使用されるべく適合され
たポイントオブセール端末、又は、（ｉｉ）モバイル消費者装置、である請求項１に記載
のシステム。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの端末は、前記特定の車両に対する修理について顧客に請求する請
求処理システムを含む請求項１に記載にシステム。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの端末に対してローカル状態において提供された第２データベース
を更に有しており、
　前記第１データベースは、前記特定の車両に対して修理を実行する費用を推定するため
に必要とされる第１費用データを含み、且つ、前記第２データベースは、前記特定の車両
に対して修理を実行する前記費用を推定するために必要される第２費用データを含み、
　前記第１費用データは、前記修理のために必要とされる部品と前記修理のための推定さ
れた労働時間のうちの少なくとも１つを含み、且つ、前記第２費用データは、部品の費用
と時間当たりの労働賃率のうちの少なくとも１つを含む請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　修理されるべく必要とされる部品又は前記修理の実行に必要とされる部品の異なるブラ
ンド又はベンダからの部品の信頼性と関連付けられたデータを含む第２データベースを更
に有する請求項１に記載にシステム。
【請求項６】
　修理を必要としている特定の車両に関する診断を実行する又はその他の方法で前記車両
を物理的に評価する前に、前記車両の診断を推定する方法であって、
　ａ）請求項１に記載のシステムを提供するステップと、
　ｂ）（ｉ）前記特定の車両と同一である車両タイプを識別し、
　（ｉｉ）前記特定の車両の前記報告された課題を有すると以前に報告された車両を識別
し、且つ、
　（ｉｉｉ）前記報告された課題を有していた前記識別された車両を修理するべく以前に
実行された１つ又は複数の異なるタイプの修理を識別する、
　べく前記第１データベースの問合せを実行するステップと、
　ｃ）前記１つ又は複数の別個のタイプの修理のそれぞれごとに診断前コンフィデンスレ
ベルを判定するべく前記識別された車両及び異なるタイプの修理との関係においてロジッ
ク機能を動作させるステップと、
　ｄ）それぞれの修理の前記個々の診断前コンフィデンスレベルに対応したランク付けさ
れた順序において前記識別された別個のタイプの修理の一部分をディスプレイ上において
表示し、最も高いコンフィデンスレベルを有する前記修理を最初に表示するステップと、
　ｅ）前記識別された１つ又は複数の別個のタイプの修理の少なくとも一部分と、前記識
別された１つ又は複数の別個のタイプの修理の前記一部分の前記コンフィデンスレベルと
関連付けられた計測基準と、をユーザーインターフェイスのディスプレイ上において表示
するステップと、
　を有する方法。
【請求項７】
　ステップｂ）及びｅ）は、車両整備センタ内のポイントオブセール（ＰＯＳ）端末にお
いて実行され、且つ、前記ユーザーインターフェイスは、前記ＰＯＳ端末に結合されてい
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る請求項６記載の方法。
【請求項８】
　その他の供給元からの交換部品よりも高い時間に伴う信頼性を有する供給元からの交換
部品を第２データベースから識別するステップを更に有する請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記表示された別個のタイプの修理のうちの少なくとも１つを実行するための費用を、
好ましくは、必要とされる部品、部品の費用、必要とされる整備時間、及び前記修理を実
行する場所における労働賃率を算出することにより、推定するステップと、
　前記少なくとも１つの表示された別個の修理のうちのそれぞれの修理の前記推定された
費用を前記ユーザーインターフェイス上において一緒に提示するステップと、
　を更に有する請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１データベースの問合せが車両整備センタのオフサイト状態にある場所から潜在
的な顧客によって実行され、前記システムは前記潜在的顧客に前記潜在的顧客の指定され
た地理的近傍に位置した１つ又は複数の車両整備センタを特定し、特定の車両整備センタ
に潜在的顧客に対する予約を生成する、請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　修理のそれぞれの個別のタイプの前記コンフィデンスレベルは、
（前記課題を解決するために前記個別のタイプの修理を必要としている車両の車両カウン
ト）／（前記同一の課題について修理されたすべての車両の車両カウント）
　によって算出される、請求項６に記載の方法。
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